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年　月　日　

岩手県知事　様
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　令和８年度幸せ創る女性農林漁業者育成事業の応募について
幸せ創る女性農林漁業者育成事業（女性グループ活動）計画書を、令和８年度幸せ創る女性農林漁業者育成事業企画提案公募要領に基づき、関係書類を添えて応募します。




（注）関係書類として次の書類を添付すること。
　ア　幸せ創る女性農林漁業者育成事業　女性グループ活動計画書（参考様式１）
　　　　イ　団体規約
　　　　ウ　団体名簿
　　　　エ　プレゼンテーション資料（様式任意）



参考様式１（第５の１関係）
令和８年度幸せ創る女性農林漁業者育成事業　女性グループ活動計画書

１　活動計画
	事業実施主体
	

	担当者職・氏名
	
	会員数
	

	事業目的
	

	


	事業目標
	

	


	取組の概要
	

	


	関係機関・団体の役割分担
	

	



　注１　関係機関・団体の役割分担は、必要に応じてフロー図等を記載すること。


２　事業の内容
（1） 事業の内容及び負担区分
	事業区分
	事業の内容
	事業費(円)
	負担区分(円)
	備考

	
	
	
	県補助金
	その他
	

	
	




	
	
	
	「除税額〇〇円うち県費○○円」
又は
「該当なし」
又は
「含税額」

	計
	
	
	
	


注１　上記の表には活動の内容ごとに取りまとめた数値を記載すること。
２　備考欄には、仕入れに係る消費税等相当額（事業対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）について、これを減額した場合には「除税額○○円　うち県費○○円」を、消費税等相当額がない場合には「該当なし」と、消費税相当額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入すること。

（2） 事業費の積算内訳
	事業区分
	事業の内容
	金額(円)
	積　算　内　訳

	
	
	
	

	
	




	
	

	計
	


注　金額の欄は、事業費ベースで記入すること

（３）事業実施計画
	実施内容
	事業実施時期
	備考

	
	７月
	８月
	９月
	10月
	11月
	12月
	１月
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	


注１　該当する時期に○を記載すること。
２　一定期間を対象とする場合には○－○と記載すること。



 (
【参考】規約の例
)

（名称及び事務所）
第　条　この会は、○○○と称し、事務所は○○市○○丁目○番○号に置く。
（目的）
第　条　この会は、○○○に関する活動を行い、○○○に寄与することを目的とする。
（活動）
第　条　この会は、前条の目的を達成するために、次の○○○活動を実施する。
　　（1）○○○
　　（2）○○○
（会員）
第　条　この会の会員は、次の○種類とする。
　　（1）正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
　　（2）賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
（会費）
 (
国の
実施要綱第４の２
経理
その他
の
事務については、的確な
管理体制
及び処理能力を有する
者
を
経理担当者
として定めること
)第　条　会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
　　（1）正会員　　○○○円
　　（2）賛助会員　○○○円
（退会）
第　条　会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。
（役員）
第　条　この会に次の役員を置く。役員は総会において選出する。
　　（1）会　長：会を代表し、その活動を総理する。
　　（2）副会長：会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
　　（3）監査役：会の活動状況及び会計について監査を行う。
　　 (4) 会　計：会の経理を担当する。
（総会）
第　条　この会の総会は、正会員を持って構成し、年に○回開催すものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2　総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3　総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（事業年度）
第　条　この会の事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わる。
（監査）
第　条　会長は、毎年、事業終了後○か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
（解散）
第　条　解散等により、財産を処分しようとする際（他人への譲渡を含む）は、あらかじめ都道府県へ相談し、処分を決定する。
（委任）
第　条　この規約に定めのない事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
 (
国の一問一答のⅡの４より
会計監査及び事務監査の方法を定めることとされているもの
)附　則
この会則は、令和○○年○月○日から施行する。
 (
（
注）国庫事業の要件のため、追加　※ただし、財産購入に該当する経費補助は行われない
)


 (
【参考】会員名簿の例
)

○○○　会員名簿

	役職名
	氏　　名
	職業・住所等（※）
	備考（年齢等）

	会　長
	
	
	

	副会長
	
	
	

	監査役
	
	
	

	会　計
	
	
	

	会　員
	
	
	

	〃
	
	
	

	賛助会員
	
	
	

	〃
	
	
	

	〃
	
	
	

	〃
	
	
	

	〃
	
	
	



※住所及び職業は応募団体資格の確認をするため記載が必要です。年齢の記載は任意です。
　既存の名簿に住所を記載したものでも構いません。また、グループの連絡員（主に県との連絡係となる方）は連絡先電話番号を必ず記載してください。


